
(証券コード 6677)
平成23年11月29日

株 主 各 位
京都市上京区東堀川通リ一条上ル竪富田町436番地の２

代表取締役社長 石 田 昌 德

第10期定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申しあげます。

　さて、当社第10期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださ

いますようご通知申しあげます。

　なお、当日ご出席願えない場合は、書面により議決権を行使することができますの

で、お手数ながら後記「株主総会参考書類」をご検討くださいまして、同封の議決権

行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、平成23年12月19日（月曜日）午後

５時までに到着するよう、ご返送お願い申しあげます。

敬 具

記

１．日 時 平成23年12月20日（火曜日）午前10時

２．場 所 京都市下京区堀川通五条下ル柿本町580番地

京都 東急ホテル ２階 葵の間

(末尾記載の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。）

３．目 的 事 項

報 告 事 項 １．第10期（平成22年10月１日から
平成23年９月30日まで）事業報告、連結計算書類ならびに

会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

２．第10期（平成22年10月１日から
平成23年９月30日まで）計算書類報告の件

決 議 事 項

第１号議案 剰余金の処分の件

第２号議案 取締役７名選任の件

第３号議案 監査役１名選任の件

以 上

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますよ

うお願い申しあげます。

◎株主総会参考書類ならびに事業報告、連結計算書類および計算書類の内容について、株主総会

前日までに修正をすべき事情が生じた場合には、書面による郵送または当社ホームページ

（http://www.sk-el.co.jp/）において掲載することにより、お知らせいたします。
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〔添付書類〕
事 業 報 告

(平成22年10月１日から平成23年９月30日まで)

Ⅰ　企業集団の現況に関する事項
１．事業の経過および成果
(1) 事業の状況

当連結会計年度におけるわが国経済は、企業収益が回復基調を維持し、当初は
景気の持ち直し傾向がみられましたが、2011年３月に発生した東日本大震災およ
びそれ以降の原発事故や電力不足により、生産や輸出、消費などにおいて幅広く
影響を受けました。また、欧州の財政不安、米国債の格下げや円高の継続等によ
り、依然として先行き不透明な状況で推移いたしました。
フラットパネルディスプレイ業界におきましては、前期に引き続き米国アップ

ル社の「ｉＰｈｏｎｅ」や「ｉＰａｄ」に代表されるスマートフォンやタブレッ
ト端末用の中小型パネルの需要が非常に旺盛で、パネルメーカーの稼働率は高い
状態で推移いたしました。一方、大型パネルにつきましては、世界的なテレビ販
売不振により各パネルメーカーは減産を余儀なくされ、収益も大変厳しい状況と
なりました。
　このような状況の中、当社グループでは、第１四半期は、多階調フォトマスク
を含め、第８世代以下のフォトマスクについて全般的に開発需要が好調であり、
堅調に推移いたしました。また、第10世代用フォトマスクについても、売上高が
前期第４四半期と比べ減少したものの、開発需要は継続し受注が想定より若干前
倒しとなり、総じて順調な滑り出しとなりました。
　第２四半期に入り、第８世代以下のフォトマスクは、第１四半期に引き続き台
湾における開発需要が好調であったものの、第10世代用フォトマスクの受注は、
開発需要が大きく減少し想定を下回るものとなりました。
　第３四半期については、第８世代以下のフォトマスクは韓国における開発需要
増により、引き続き好調に推移したものの、第10世代用フォトマスクの受注はシ
ャープ株式会社の第10世代液晶パネル工場（大阪府堺市）の稼働停止等により第
２四半期に引き続き大きく減少し想定を下回るものとなりました。
　また、第４四半期は、第８世代以下のフォトマスクがテレビ向けフォトマスク
を中心に、全般的に開発需要が減少する一方で、第10世代用フォトマスクは開発
需要が大きく回復し、堅調に推移いたしました。
　なお、東日本大震災による当社への影響は軽微であり、工場および設備に大き
な被害はありませんでした。
　その結果、当連結会計年度における当社グループの業績につきましては、売上
高156億16百万円（前期比22.5％減）、営業利益４億57百万円（前期比63.9％増）、
経常利益４億98百万円（前期比166.1％増）、当期純利益５億17百万円（前期比
86.4％増）となり、前連結会計年度と比べ減収増益となりました。

(2) 設備投資の状況
当連結会計年度中に実施いたしました設備投資は総額４億64百万円であり、そ

の主なものは当社工場における大型フォトマスク生産設備の増設に係るものであ
ります。
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(3) 資金調達の状況
当連結会計年度の所要資金につきましては、当社および頂正科技股份有限公司

において、主に自己資金および銀行借入金により賄っております。

(4) 対処すべき課題
当社グループの事業であります大型総合フォトマスク事業を取り巻く環境は、

世界的なテレビ販売不振の影響により、パネルメーカーの収益が悪化したことを
背景として、パネルメーカーからのフォトマスク単価の更なる引き下げ要請や同
業他社との価格競争が激化するなど、非常に厳しい状況下にあります。

このような状況の中、当社グループは、これまで培ってきた技術やノウハウを
最大限活用することにより同業他社との差別化を図り、フォトマスク業界のトッ
プランナーとして事業を推進してまいります。また、当社グループは創立10周年
を節目として、グループの新体制のもと、新スローガン「開拓の精神と不屈の努
力」を掲げ、以下の課題に取り組んでまいります。
① 新規事業の早期事業化

大型フォトマスクの需要は、今後もパネルメーカーの高精細化対応の新規ラ
イン投資および中国における新規ライン投資により、堅調に推移するものと見
込んでおりますが、成熟期に差しかかっており、その成長性も鈍化していくも
のと考えております。今後も当社グループが継続的成長を続けていくために
は、より早いタイミングでの新たな収益の柱となる事業の構築が不可欠であり
ます。現在取り組んでいる新規事業の事業化へのスピードアップを図り、第
２、第３の事業の柱とすることを目指してまいります。
② 大型総合フォトマスク事業のNo.１体制の強化

既存の大型総合フォトマスク事業において、高精細化対応の新規ライン投資
による需要増や、デジタルサイネージ（電子看板）をはじめとするフラットパ
ネルディスプレイの新規用途開発が進んでいくものと考えております。
　このような状況の中、第10世代用フォトマスクの唯一の供給メーカーとして
の優位性を武器に、顧客ニーズをいち早くとらえ、積極果敢な攻めの姿勢で、
業界No.１体制をより強固にしてまいります。
③ 事業構造改革

当社グループでは、フォトマスクの成長性の鈍化に対し、従来のコスト削減
や付加価値の追求だけではなく、国際調達などサプライチェーンの徹底見直し
による抜本的なコスト削減に着手し、これまでに培ってきた微細加工技術を最
大限活用した技術力の更なる強化、および生産体制の最適化に取り組んでまい
ります。

また、中国市場については、大型フォトマスクだけではなく、あらゆる商材
の可能性を調査し、中国でのビジネス拡大に向けてスピードを上げて取り組ん
でまいります。

株主の皆様におかれましては、今後とも一層のご支援とご鞭撻を賜りますよう
お願い申しあげます。
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２．財産および損益の状況の推移
(単位：千円)

区 分
第 ７ 期

（平成19年10月１日から
平成20年９月30日まで）

第 ８ 期

（平成20年10月１日から
平成21年９月30日まで）

第 ９ 期

（平成21年10月１日から
平成22年９月30日まで）

第10期(当連結会計年度)

（平成22年10月１日から
平成23年９月30日まで）

売 上 高 17,161,200 18,682,226 20,155,885 15,616,587

経 常 利 益 又 は
経 常 損 失 （△）

886,355 △872,051 187,144 498,009

当期純利益又は
当期純損失(△)

417,171 △2,011,253 277,600 517,318

１株当たり当期純利益

又は当期純損失(△)
3,677円92銭 △17,738円78銭 2,448円58銭 4,563円02銭

純 資 産 13,209,678 10,315,447 10,409,417 10,641,057

総 資 産 25,709,881 32,226,503 25,380,546 21,180,947

(注) １株当たり当期純利益又は当期純損失(△)は、期中平均発行済株式総数により算出しておりま
す。

３．重要な親会社および子会社の状況
(1) 親会社との関係

該当事項はありません。

(2) 重要な子会社の状況

会 社 名 資 本 金 当社の出資比率 主要な事業内容

頂正科技股份有限公司 980百万NT$ 58.49％ 大型フォトマスクの製造・販売

SKE KOREA CO.,LTD. 1,100百万KRW 100.00％ 大型フォトマスクの販売

愛史科電子貿易（上海）有限公司 100百万円 100.00％ 大型フォトマスクの販売支援

(注) 1. 新台湾ドルは、NT$と表示しております。
2. 韓国ウォンは、KRWと表示しております。

　

４．主要な事業内容
当社グループは、当社のほか、連結子会社の頂正科技股份有限公司、SKE KOREA

CO.,LTD.および愛史科電子貿易（上海）有限公司により構成されており、大型フ
ォトマスクの設計・製造・販売を事業内容としております。
主要営業品目は、表示素子用フォトマスク、ハイブリッドIC用マスク、エッチ

ング用マスク、各種ゲージ用マスクであります。

― 4 ―

定時株主総会招集通知 （宝印刷）  2011年11月15日 18時28分 $FOLDER; 4ページ （Tess 1.40 20110126_04）



５．主要な事業所

株式会社
エスケーエレクトロニクス

本 社 京都市上京区東堀川通リ一条上ル竪富田町436番地の２

東京営業所 東京都港区新橋５丁目19番15号アド・タイヘイビル６階

京 都 工 場 京都府久世郡久御山町下津屋富ノ城62番地１

滋 賀 工 場 滋賀県甲賀市水口町ひのきが丘38番

頂正科技股份有限公司

本社・工場 台南科學工業園區台南市善化區環東路2段45號

新竹営業所 新竹市北區武陵路２號４樓之１

S K E K O R E A C O.,L T D. 本 社 忠淸南道天安市西北區斗井洞1492

愛史科電子貿易（上海）有限公司 本 社 上海市長寧区古北路666号 嘉麒大廈1503B室

６．従業員の状況

従 業 員 数 前連結会計年度末比増減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

260名 ７名増 39.6歳 7.1年

(注) 従業員数には、臨時従業員58名（期中平均雇用人員）は含んでおりません。

７．主要な借入先の状況
(単位：千円)

借 入 先 借 入 額

株 式 会 社 京 都 銀 行 2,340,625

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 1,738,750

株 式 会 社 三 菱 東 京 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 1,003,125

日 本 生 命 保 険 相 互 会 社 668,750

住 友 信 託 銀 行 株 式 会 社 601,875

株 式 会 社 り そ な 銀 行 334,375

８．その他企業集団の現況に関する重要な事項
該当事項はありません。
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Ⅱ　株式に関する事項
１．発行可能株式総数 327,600株

２．発行済株式の総数 113,684株

３．株主数 6,989名

４．大株主

株 主 名 持 株 数 (株) 持 株 比 率 (％)

石 田 敬 輔 9,322 8.22

株 式 会 社 写 真 化 学 7,751 6.83

株 式 会 社 ニ コ ン 5,684 5.01

株 式 会 社 京 都 銀 行 3,562 3.14

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 3,262 2.87

大日本スクリーン製造株式会社 3,150 2.77

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 2,512 2.21

株 式 会 社 り そ な 銀 行 2,512 2.21

日 本 生 命 保 険 相 互 会 社 2,512 2.21

京銀リース・キャピタル株式会社 2,212 1.95

(注) 持株比率は、当事業年度の末日における発行済株式（自己株式312株を除く）の総数に対する
割合であります。

Ⅲ　新株予約権等に関する事項
該当事項はありません。
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Ⅳ　会社役員に関する事項
１．取締役および監査役の状況

地 位 氏 名 担当および重要な兼職の状況

取 締 役 会 長 石 田 敬 輔
株式会社写真化学代表取締役会長兼社長
株式会社堀場製作所社外監査役

代表取締役社長 野 上 良 忠

専 務 取 締 役 石 田 昌 德
経営全般
営業本部担当 資材部担当
SKE KOREA CO.,LTD.代表理事

常 務 取 締 役 古 田 一 臣
生産本部担当
事業開発室担当

取 締 役 堀 内 秀 昭 経営戦略室担当

取 締 役 藤 原 英 博
管理本部担当
内部監査グループ担当

監 査 役 (常勤) 辻 庸 介

監 査 役 榮 川 和 広
弁護士
榮和法律事務所所長
象印マホービン株式会社社外監査役

監 査 役 堀 修 史
司法書士
梅小路司法書士事務所所長

(注) 1.監査役全員は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
2.当社は、大阪証券取引所に対し、辻庸介氏を独立役員として届け出ております。
3.平成23年10月１日付で取締役の地位、担当および重要な兼職の状況が次のとおり変更となり

ました。

氏 名 変 更 前 変 更 後

石 田 昌 德
専務取締役 経営全般
営業本部担当 資材部担当
SKE KOREA CO.,LTD.代表理事

代表取締役社長
SKE KOREA CO.,LTD.代表理事

古 田 一 臣
常務取締役 生産本部担当
事業開発室担当

常務取締役 生産本部担当

野 上 良 忠 代表取締役社長 取締役相談役
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２．取締役および監査役の報酬等の総額

区 分 支 給 人 員 支 給 額

取 締 役 ６名 143,160千円

監 査 役
(内 社 外 監 査 役)

３名
(３名)

23,040千円
(23,040千円)

合 計 ９名 166,200千円

(注) 1. 取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人給与は含まれておりません。
2. 取締役および監査役の報酬限度額は、第９期定時株主総会(平成22年12月17日開催)におい

て決議を受けた以下の金額であります。
　取締役 年額 180,000千円以内
　監査役 年額 36,000千円以内

３．社外役員に関する事項

(1) 他の法人等との重要な兼職の状況および当社との関係

区 分 氏 名 重要な兼職の状況 当社との関係

監 査 役 榮 川 和 広

榮和法律事務所所長 特別の関係はありません。

象印マホービン株式会社
社外監査役

特別の関係はありません。

監 査 役 堀 修 史 梅小路司法書士事務所所長
当社と同事務所との間に登記実務等
の委託取引がありますが、その取引
高は僅少であります。

(2) 主要取引先等特定関係事業者との関係
該当事項はありません。

(3) 当事業年度における主な活動状況

区 分 氏 名 主 な 活 動 状 況

監 査 役 辻 庸 介

当事業年度開催の取締役会13回すべてに出
席し、また、監査役会12回のすべてに出席
し、議案の審議等につき必要な発言を適宜
行っております。

監 査 役 榮 川 和 広

当事業年度開催の取締役会13回すべてに出
席し、また、監査役会12回のすべてに出席
し、弁護士としての専門的見地からの発言
を適宜行っております。

監 査 役 堀 修 史

当事業年度開催の取締役会13回すべてに出
席し、また、監査役会12回のすべてに出席
し、司法書士としての専門的見地からの発
言を適宜行っております。

(4) 責任限定契約の内容の概要
該当事項はありません。

(5) 記載内容についての社外役員の意見
該当事項はありません。
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Ⅴ　会計監査人に関する事項
１．会計監査人の名称

有限責任 あずさ監査法人

２．当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

当社の公認会計士法第２条第１項の業務に係る報酬等の額 23,800千円

当社の公認会計士法第２条第１項の業務以外の業務に係る報酬等
の額

1,500千円

当社および当社子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の
合計額

25,300千円

(注) 上記報酬等の額は、会社法に基づく監査および金融商品取引法に基づく監査の監査報酬の額を
明確に区別することができないため、その合計額を記載しております。

３．会計監査人が行った非監査業務（公認会計士法第２条第１項の業務以外の業務）

の内容

当社は、会計監査人に対して、監査証明業務以外の業務である国際財務報告基
準への移行に関する指導・助言業務を委託しております。

４．責任限定契約の内容の概要

該当事項はありません。

５．会計監査人の解任または不再任の決定の方針

監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると
認められる場合は、監査役全員の合意に基づき、監査役会が会計監査人を解任い
たします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株
主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。

また、取締役会は、会計監査人による適正な監査の遂行が困難であると認めら
れる場合等、その必要があると判断した場合は、監査役会の同意を得たうえで、
または、監査役会の請求に基づいて、会計監査人の解任または不再任を株主総会
の目的事項とすることといたします。

６．連結子会社の会計監査人に関する事項

頂正科技股份有限公司の会計監査人 安侯建業会計師事務所
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Ⅵ　会社の体制および方針
取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制その
他業務の適正を確保するための体制

１．取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保する
ための体制
コンプライアンス体制および内部統制の充実・強化を図るため、コンプライア

ンス委員会やＣＳＲ推進室を設置するなど、組織体制の整備を行っております。
また、公益通報者保護法に基づき「内部通報保護規定」を制定するなど、取締役
および社員が法令や定款、社内の諸規定等を遵守するための体制を整備しており
ます。
　これらの体制に基づく業務執行の状況を確認するため、監査役および内部監査
グループは、当社が定める「監査役会規則」および「内部監査規定」に基づき、
業務執行の適法性や妥当性、効率性を監査しております。

２．取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
「文書管理規定」および「機密情報管理規定」を制定し、これらの規定に基づき

取締役会議事録、稟議書、その他重要な取締役の職務執行に係る情報を適正に保
存および管理しております。なお、取締役および監査役は、常時、これらの文書
等を閲覧できるものとしております。

３．損失の危険の管理に関する規定その他の体制
「経営危機管理規定」を制定し、経営危機発生時においては、同規定に基づき対

応を行います。また、経営危機の現実化を未然に防止するために、リスク管理委
員会において、リスクの所在・種類等を把握し、組織横断的な管理体制を推進し
ております。
　なお、経営危機管理の一環として、当社事業所が所在する各地域で突発的な重
大災害事故等が発生した場合に備え、事業継続のための「事業継続計画（ＢＣ
Ｐ）」を策定し、緊急時の体制を整備しております。

４．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
「経営理念」に基づき、全社的な目標として中長期計画を策定し、この目標達成

に向けて各部門が実施すべき具体的な目標を定め、かつ社員一人ひとりの業務目
標の管理を行うことで、効率的な業務運営の実施を図っております。また、毎月
の取締役会において、業績の報告を行い、目標管理を行っております。
　職務の執行に関しては、「職務分掌規定」や「職務権限規定」を制定し、これら
の社内規定に基づき、適時的確な意思決定を図っております。特に全社的に影響
を及ぼす重要事項については、各種経営幹部会議（経営会議・事業戦略会議・新
事業推進会議）にて審議し、多面的な検討を行い、慎重に判断する体制をとって
おります。

５．企業集団における業務の適正を確保するための体制
「関係会社管理規定」を制定し、同規定に基づき関係会社の管理を行うことによ

り企業集団における業務の適正化を図っております。また、関係会社の主要ポス
トには、当社の取締役や社員を派遣し、定期的に当社監査役および内部監査グル
ープによる関係会社の監査を実施しております。
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６．監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
取締役および社員は、監査役会に対して法定の事項に加え、全社的に重大な影

響を及ぼす重要事項、内部監査の実施状況、「内部通報保護規定」による内部通報
の状況およびその内容を報告するものとしております。
　また、監査役会による各取締役および重要な社員への個別ヒアリングの機会を
随時設けるとともに、代表取締役社長、監査法人それぞれとの間で、定期的に意
見交換会を開催する体制をとっております。
　なお、監査役会を補助すべき体制については、監査役会からの要請があり次第、
設置する準備があります。

７．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方および体制整備
市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力および団体とは一切関係を

持たず、反社会的勢力および団体からの要求を断固拒否し、これらと係わりある
企業・団体・個人とはいかなる取引も行わない方針を堅持しております。
　また、反社会的勢力に対する対応は、管理本部総務・人材開発部が統括し、弁
護士、所轄警察署や関連団体との連携を図り、社内体制の整備強化を推進してお
ります。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

(注) 本事業報告中の記載金額および株数は、表示の数値未満を切り捨てております。
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連 結 貸 借 対 照 表
（平成23年９月30日現在）

(単位：千円)

科 目 金 額 科 目 金 額

(資 産 の 部) (負 債 の 部)

流 動 資 産 10,726,953 流 動 負 債 7,140,964

現 金 及 び 預 金 2,551,303 支払手形及び買掛金 2,823,289

受取手形及び売掛金 5,586,549 1年内返済予定の長期借入金 3,596,333

商 品 及 び 製 品 5,612 未 払 法 人 税 等 25,058

仕 掛 品 152,714 役 員 賞 与 引 当 金 30,000

原 材 料 及 び 貯 蔵 品 1,600,599 1年内返済予定の長期設備関係未払金 72,396

そ の 他 839,730 そ の 他 593,887

貸 倒 引 当 金 △9,557

固 定 負 債 3,398,925

固 定 資 産 10,453,994 長 期 借 入 金 3,237,500

有 形 固 定 資 産 10,091,738 長期設備関係未払金 105,657

建 物 及 び 構 築 物 4,148,715 繰 延 税 金 負 債 302

機械装置及び運搬具 4,208,213 そ の 他 55,465

土 地 1,607,750 負 債 合 計 10,539,889

そ の 他 127,057 (純 資 産 の 部)

株 主 資 本 10,068,333

無 形 固 定 資 産 137,326 資 本 金 4,109,722

ソ フ ト ウ ェ ア 137,326 資 本 剰 余 金 4,335,413

利 益 剰 余 金 1,671,535

投資その他の資産 224,929 自 己 株 式 △48,338

投 資 有 価 証 券 156,512 その他の包括利益累計額 △679,549

そ の 他 68,417 その他有価証券評価差額金 53,235

為 替 換 算 調 整 勘 定 △732,785

少数株主持分 1,252,273

純 資 産 合 計 10,641,057

資 産 合 計 21,180,947 負債及び純資産合計 21,180,947
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連 結 損 益 計 算 書
(平成22年10月１日から平成23年９月30日まで)

(単位：千円)

科 目 金 額

売 上 高 15,616,587

売 上 原 価 13,253,860

売 上 総 利 益 2,362,726

販売費及び一般管理費 1,904,941

営 業 利 益 457,785

営 業 外 収 益

受 取 利 息 3,877

不 動 産 賃 貸 料 29,192

受 取 手 数 料 26,275

為 替 差 益 101,841

そ の 他 13,679 174,866

営 業 外 費 用

支 払 利 息 81,359

不 動 産 賃 貸 原 価 17,792

支 払 リ ー ス 料 22,586

そ の 他 12,904 134,641

経 常 利 益 498,009

特 別 利 益

貸 倒 引 当 金 戻 入 額 2,600

補 助 金 収 入 100,000

投 資 有 価 証 券 売 却 益 6,070

そ の 他 2,155 110,825

特 別 損 失

固 定 資 産 除 却 損 12,467

災 害 に よ る 損 失 14,214

そ の 他 1,749 28,431

税金等調整前当期純利益 580,403

法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 43,898

法 人 税 等 還 付 税 額 △16,546 27,351

少数株主損益調整前当期純利益 553,051

少 数 株 主 利 益 35,733

当 期 純 利 益 517,318
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連結株主資本等変動計算書
(平成22年10月１日から平成23年９月30日まで)

(単位：千円)

株 主 資 本

資 本 金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平 成 22 年 ９ 月 30 日 残 高 4,109,722 4,335,413 1,267,588 △48,338 9,664,386

連結会計年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 △113,372 △113,372

当 期 純 利 益 517,318 517,318

株主資本以外の項目の
連結会計年度中の変動額(純額)

連結会計年度中の変動額合計 403,946 403,946

平 成 23 年 ９ 月 30 日 残 高 4,109,722 4,335,413 1,671,535 △48,338 10,068,333

その他の包括利益累計額
少数株主
持 分

純資産合計その他有価証券
評価差額金

為替換算
調整勘定

その他の包括
利益累計額合計

平 成 22 年 ９ 月 30 日 残 高 50,242 △620,387 △570,145 1,315,176 10,409,417

連結会計年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 △113,372

当 期 純 利 益 517,318

株主資本以外の項目の
連結会計年度中の変動額(純額)

2,992 △112,397 △109,404 △62,902 △172,307

連結会計年度中の変動額合計 2,992 △112,397 △109,404 △62,902 231,639

平 成 23 年 ９ 月 30 日 残 高 53,235 △732,785 △679,549 1,252,273 10,641,057
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連 結 注 記 表

Ⅰ．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項

　1. 連結の範囲に関する事項

連結子会社は、頂正科技股份有限公司、SKE KOREA CO.,LTD.、愛史科電子貿易（上海）有限公

司の３社であります。

なお、前連結会計年度において非連結子会社であった愛史科電子貿易（上海）有限公司は、重

要性が増したことにより当連結会計年度より連結の範囲に含めております。

　2. 持分法の適用に関する事項

該当事項はありません。

　3. 連結子会社の事業年度等に関する事項

頂正科技股份有限公司および愛史科電子貿易（上海）有限公司の決算日は12月31日でありま

す。

なお、連結計算書類の作成にあたっては、連結決算日現在で実施した仮決算に基づく計算書類

を使用しております。

　4. 重要な会計方針

　 (1) 重要な資産の評価基準および評価方法

　 ① 有価証券

その他有価証券

　 時価のあるもの 　連結会計年度末日の市場価格等に基づく時価法

　(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は

　総平均法により算定しております。）

　 時価のないもの 　総平均法による原価法

　 ② デリバティブ取引により生じる債権および債務

時価法

　 ③ たな卸資産

　 製品、仕掛品 　個別法による原価法(収益性の低下による簿価切り下げの方法）

　 原材料及び貯蔵品 月別総平均法による原価法(収益性の低下による簿価切り下げの

方法）
　 (2) 重要な減価償却資産の減価償却方法

① 有形固定資産 当社は定率法を採用しております。ただし、平成10年４月１日以

降に取得した建物（建物附属設備は除く）については、定額法を

採用しております。

また、連結子会社は主として定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

　 建物及び構築物 15～31年

　 機械装置及び運搬具 ５～７年
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② 無形固定資産 　当社および連結子会社は定額法を採用しております。

なお、自社利用ソフトウェアについては、社内における利用可能

期間（５年）に基づく定額法を採用しております。

　 (3) 重要な引当金の計上基準

① 貸倒引当金 当社および連結子会社は債権の貸倒による損失に備えるため、一

般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権

については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上し

ております。

② 役員賞与引当金 役員に対して支給する賞与の支出に充てるため支給見込額に基づ

き計上しております。

　 (4) その他連結計算書類作成のための重要な事項

① 消費税等の会計処理 税抜方式を採用しております。

② 記載金額の表示 千円未満を切り捨てて表示しております。

Ⅱ．連結計算書類作成のための基本となる重要な事項の変更

当連結会計年度より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31

日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３

月31日）を適用しております。

　これによる損益に与える影響は軽微であります。

Ⅲ．表示方法の変更

　(連結損益計算書)

当連結会計年度より、「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号 平成20年12月26

日)に基づく「会社法施行規則、会社計算規則等の一部を改正する省令」（平成21年法務省令第７号）

の適用に伴い、「少数株主損益調整前当期純利益」の科目で表示しております。

Ⅳ．追加情報

　(連結貸借対照表及び連結株主資本等変動計算書)

当連結会計年度より、「包括利益の表示に関する会計基準」(企業会計基準第25号 平成22年６月30

日)に基づく会社計算規則の改正に伴い、「評価・換算差額等」は「その他の包括利益累計額」として

表示しております。
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Ⅴ．連結貸借対照表に関する注記

1. 有形固定資産の減価償却累計額 21,500,366千円

　2. 担保資産

　 (1) 担保に供している資産

建物及び構築物 408,520千円（ 247,338千円)

機械装置及び運搬具 574,675千円（ 15,690千円)

土地 645,351千円（ 645,351千円)

投資その他の資産
　その他（長期預金） 32,630千円（ ―千円)

計 1,661,177千円（ 908,380千円)

(注) 上記( )内は、工場財団を組成している金額であります。

　 (2) 担保設定の原因となる債務

短期借入金 ―千円（ ―千円)

長期借入金 1,146,333千円（1,000,000千円)

　 (１年内返済予定分346,333千円を含む）

計 1,146,333千円（1,000,000千円)

(注) 上記( )内は、担保に供されている工場財団資産に対応する債務の金額であります。

Ⅵ．連結株主資本等変動計算書に関する注記

1. 発行済株式の総数に関する事項

株 式 の 種 類 前連結会計年度末 増 加 減 少 当連結会計年度末

普通株式 113,684株 ―株 ―株 113,684株

2. 自己株式に関する事項

株 式 の 種 類 前連結会計年度末 増 加 減 少 当連結会計年度末

普通株式 312株 ―株 ―株 312株

3. 剰余金の配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決 議 株式の種類 配当金の総額
１株当たり
配 当 額

基 準 日 効力発生日

平成22年12月17日
定時株主総会

普通株式 113,372千円 1,000円
平成22年
９月30日

平成22年
12月20日
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(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議予定 株式の種類 配当の原資 配当金の総額
１株当たり
配 当 額

基 準 日
効 力
発生日

平成23年12月20日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 147,383千円
1,300円

記念配当300円
含む

平成23年
９月30日

平成23年
12月21日

Ⅶ．１株当たり情報に関する注記

1. １株当たり純資産額 82,813円95銭

2. １株当たり当期純利益 4,563円02銭

Ⅷ．金融商品に関する注記

1. 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

当社グループは、一時的な余資を主に安全性の高い金融資産で運用しております。短期的な運

転資金については銀行借入および債権流動化により調達しており、設備購入資金については設備

投資計画に照らして必要な資金（主に銀行借入）を調達しております。期末現在、デリバティブ

は利用しておりません。また、投機的な取引は行わない方針であります。

(2) 金融商品の内容およびそのリスク

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、外貨建

ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されております。

投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒さ

れております。

営業債務である支払手形及び買掛金は、４ヶ月以内の支払期日であります。また、外貨建ての

営業債務は、為替の変動リスクに晒されております。

借入金は主に設備投資および運転資金に係る資金調達を目的としたものであり、償還日は最長

で決算日後５年であります。また、一部の借入金については財務制限条項の抵触により、借入金

の繰上返済請求を受けるリスクがあります。

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

① 信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理

営業債権については、与信管理規定に従い、主要取引先の定期的なモニタリングや、取引相手

ごとに期日および残高を管理することにより、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や

軽減を図っております。
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② 市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理

外貨建ての営業債権債務については、通貨別に為替の変動リスクを把握し、そのリスクの程度

に応じて随時決済方法を検討し、実施しております。投資有価証券については、定期的に時価や

発行体(取引先企業)の財務状況等を把握し、市況や取引先企業との関係を勘案して、保有状況を

継続的に見直しております。

③ 資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理

各部署からの報告に基づき経理部門が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動

性の維持などにより流動性リスクを管理しております。

2. 金融商品の時価等に関する事項

平成23年９月30日における連結貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額については、次のと

おりであります。

連結貸借対照表
計上額(千円)

時価(千円) 差額(千円)

(1) 現金及び預金 2,551,303 2,551,303 ―

(2) 受取手形及び売掛金 5,586,549 5,586,549 ―

(3) 投資有価証券 156,512 156,512 ―

資 産 計 8,294,365 8,294,365 ―

(1) 支払手形及び買掛金 2,823,289 2,823,289 ―

(2) 長期借入金(※) 6,833,833 6,835,500 1,667

負 債 計 9,657,122 9,658,789 1,667

　 ※ １年内返済長期借入金は、長期借入金に含めております。

　 (注)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

　 資 産

　 (1) 現金及び預金、(2) 受取手形及び売掛金

これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当

該帳簿価額によっております。

　 (3) 投資有価証券

これらの時価について、株式等は取引所の価格によっております。

　 負 債

　 (1) 支払手形及び買掛金

これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当

該帳簿価額によっております。
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　 (2) 長期借入金

この時価は、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いた

現在価値により算定しております。長期借入金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場

金利を反映し、また、当社の信用状態は実行後大きく異なっていないことから、当該帳簿価額

によっております。

Ⅸ．重要な後発事象に関する注記

　 該当事項はありません。
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貸 借 対 照 表
（平成23年９月30日現在）

(単位：千円)

科 目 金 額 科 目 金 額

( 資 産 の 部 ) ( 負 債 の 部 )

流 動 資 産 8,729,368 流 動 負 債 6,872,452

現 金 及 び 預 金 1,694,187 支 払 手 形 1,964,883

受 取 手 形 398,332 買 掛 金 711,718

売 掛 金 4,278,569 １年内返済予定の長期借入金 3,450,000

仕 掛 品 135,257 未 払 金 271,398

原 材 料 及 び 貯 蔵 品 1,346,254 未 払 費 用 217,784

前 払 費 用 64,568 未 払 法 人 税 等 25,000

未 収 入 金 800,084 預 り 金 19,836

そ の 他 23,212 役 員 賞 与 引 当 金 30,000

貸 倒 引 当 金 △11,100 １年内返済予定の長期設備関係未払金 72,396

そ の 他 109,433

固 定 資 産 11,186,354 固 定 負 債 3,392,102

有 形 固 定 資 産 8,681,824 長 期 借 入 金 3,237,500

建 物 3,864,187 長期設備関係未払金 105,657

構 築 物 105,627 繰 延 税 金 負 債 302

機 械 及 び 装 置 2,983,261 そ の 他 48,642

車 両 運 搬 具 29 負 債 合 計 10,264,554

工具、器具及び備品 90,149 ( 純 資 産 の 部 )

土 地 1,607,750 株 主 資 本 9,597,932

建 設 仮 勘 定 30,817 資 本 金 4,109,722

資 本 剰 余 金 4,335,413

無 形 固 定 資 産 136,688 資 本 準 備 金 4,335,413

ソ フ ト ウ ェ ア 136,688 利 益 剰 余 金 1,201,134

利 益 準 備 金 21,500

投資その他の資産 2,367,840 そ の 他 利 益 剰 余 金 1,179,634

投 資 有 価 証 券 156,512 別 途 積 立 金 500,000

関 係 会 社 株 式 2,078,169 繰 越 利 益 剰 余 金 679,634

関 係 会 社 出 資 金 100,000 自 己 株 式 △48,338

そ の 他 33,159 評価・換算差額等 53,235

その他有価証券評価差額金 53,235

純 資 産 合 計 9,651,168

資 産 合 計 19,915,722 負債及び純 資 産 合 計 19,915,722
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損 益 計 算 書
(平成22年10月１日から平成23年９月30日まで)

(単位：千円)

科 目 金 額

売 上 高 14,038,197

売 上 原 価 11,905,909

売 上 総 利 益 2,132,288

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 1,696,931

営 業 利 益 435,357

営 業 外 収 益

受 取 利 息 187

受 取 配 当 金 27,166

不 動 産 賃 貸 料 29,192

技 術 指 導 料 68,196

受 取 手 数 料 26,275

そ の 他 10,327 161,345

営 業 外 費 用

支 払 利 息 75,352

不 動 産 賃 貸 原 価 17,792

支 払 リ ー ス 料 22,586

為 替 差 損 20,559

そ の 他 7,723 144,014

経 常 利 益 452,688

特 別 利 益

補 助 金 収 入 100,000

投 資 有 価 証 券 売 却 益 6,070

貸 倒 引 当 金 戻 入 額 2,600 108,670

特 別 損 失

固 定 資 産 除 却 損 12,467

災 害 に よ る 損 失 14,214

そ の 他 1,229 27,912

税 引 前 当 期 純 利 益 533,447

法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 45,372

法 人 税 等 還 付 税 額 △16,546 28,825

当 期 純 利 益 504,621
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株主資本等変動計算書
(平成22年10月１日から平成23年９月30日まで)

(単位：千円)

株 主 資 本

資 本 金
資 本 剰 余 金

資 本 準 備 金 資 本 剰 余 金 合 計

平成22年９月30日残高 4,109,722 4,335,413 4,335,413

事業年度中の変動額

剰余金の配当

別途積立金の積立

当 期 純 利 益

株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額(純額)

事業年度中の変動額合計

平成23年９月30日残高 4,109,722 4,335,413 4,335,413

株 主 資 本

利 益 剰 余 金

自己株式
株主資本
合 計利 益

準備金

その他利益剰余金
利益剰余金
合 計別 途

積立金
繰越利益
剰 余 金

平成22年９月30日残高 21,500 200,000 588,385 809,885 △48,338 9,206,683

事業年度中の変動額

剰余金の配当 △113,372 △113,372 △113,372

別途積立金の積立 300,000 △300,000

当 期 純 利 益 504,621 504,621 504,621

株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額(純額)

事業年度中の変動額合計 300,000 91,249 391,249 391,249

平成23年９月30日残高 21,500 500,000 679,634 1,201,134 △48,338 9,597,932
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(単位：千円)

評 価 ・ 換 算 差 額 等
純 資 産 合 計

その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計

平成22年９月30日残高 50,242 50,242 9,256,926

事業年度中の変動額

剰余金の配当 △113,372

別途積立金の積立

当 期 純 利 益 504,621

株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額(純額)

2,992 2,992 2,992

事業年度中の変動額合計 2,992 2,992 394,241

平成23年９月30日残高 53,235 53,235 9,651,168
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個 別 注 記 表

Ⅰ．重要な会計方針に係る事項に関する注記

　1. 有価証券の評価基準および評価方法

関係会社株式及び出資金 総平均法による原価法

　 その他有価証券

　 時価のあるもの 事業年度末日の市場価格等に基づく時価法

(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は総平均法によ

り算定しております。）

　 時価のないもの 総平均法による原価法

　2. デリバティブ取引により生じる債権および債務の評価方法

　 時価法

　3. たな卸資産の評価基準および評価方法

　 製品、仕掛品 個別法による原価法(収益性の低下による簿価切り下げの方法）

　 原材料及び貯蔵品 月別総平均法による原価法(収益性の低下による簿価切り下げの方法）

　4. 固定資産の減価償却方法

(1) 有形固定資産 定率法を採用しております。ただし、平成10年４月１日以降に取得した

建物（建物附属設備は除く）については、定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

　建物 15～31年

　機械及び装置 ５～７年

(2) 無形固定資産 定額法を採用しております。

なお、自社利用ソフトウェアについては、社内における利用可能期間

（５年）に基づく定額法を採用しております。

　5. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金 債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討

し、回収不能見込額を計上しております。

(2) 役員賞与引当金 役員に対して支給する賞与の支出に充てるため支給見込額に基づき計上

しております。
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　6. その他計算書類作成のための重要な事項

(1) 消費税等の会計処理 税抜方式を採用しております。

(2) 記載金額の表示 千円未満を切り捨てて表示しております。

Ⅱ．重要な会計方針の変更

当事業年度より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31日）及

び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）

を適用しております。

　これによる損益に与える影響は軽微であります。

Ⅲ．貸借対照表に関する注記

1. 有形固定資産の減価償却累計額 16,153,505千円

　2. 関係会社に対する短期金銭債権債務

短期金銭債権 764,938千円

短期金銭債務 102,347千円

　3. 担保資産

　 (1) 担保に供している資産

建 物 247,338千円（ 247,338千円)

機械及び装置 15,690千円（ 15,690千円)

土 地 645,351千円（ 645,351千円)

　 計 908,380千円（ 908,380千円)

(注) 上記( )内は、工場財団を組成している金額であります。

　 (2) 担保設定の原因となる債務

短期借入金 ―千円（ ―千円)

長期借入金 1,000,000千円（1,000,000千円)

　 (１年内返済予定分200,000千円を含む)

　 計 1,000,000千円（1,000,000千円)

(注) 上記( )内は、担保に供されている工場財団資産に対応する債務の金額であります。
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Ⅳ．損益計算書に関する注記

　 関係会社との取引

　 売上高 2,101,831千円

　 仕入高 368,557千円

　 営業取引以外の取引高 74,522千円

Ⅴ．株主資本等変動計算書に関する注記

自己株式に関する事項

株 式 の 種 類 前事業年度末 増 加 減 少 当事業年度末

普通株式 312株 ―株 ―株 312株

Ⅵ．リースにより使用する固定資産に関する注記

オペレーティング・リース取引

　 未経過リース料事業年度末残高相当額

１年以内 648,792千円

１年超 83,063千円

　 計 731,855千円

Ⅶ．税効果会計に関する注記

　1. 繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

(1) 流動の部

繰延税金資産

　賞与引当金 48,602千円

　貯蔵品 19,303千円

　たな卸資産評価損 21,493千円

　その他 53,583千円

　繰延税金資産小計 142,983千円

　評価性引当額 △142,983千円

繰延税金資産合計 ―千円
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(2) 固定の部

　 ① 繰延税金資産

　減価償却費 211,106千円

　繰越欠損金 66,225千円

　投資有価証券評価損 27,503千円

　その他 55,626千円

　繰延税金資産小計 360,461千円

　評価性引当額 △360,461千円

繰延税金資産合計 ―千円

　 ② 繰延税金負債

　その他有価証券評価差額金 302千円

繰延税金負債合計 302千円

　

　2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

当事業年度は課税所得が発生していないため記載しておりません。

Ⅷ．関連当事者との取引に関する注記

属 性
会社等の
名 称

議決権等
の直接被
所有割合

取 引 内 容 取 引 金 額 科 目
事業年度末
残 高

子会社
頂正科技股份
有 限 公 司

58.49％

販売 1,902,546千円 売 掛 金 555,927千円

仕入 357,342千円 未 払 金 91,791千円

経営・技術指導 52,938千円 未 収 入 金 52,938千円

子会社 SKE KOREA CO.,LTD. 100.00％ 販売 199,284千円 売 掛 金 96,764千円

(注) 1. 取引金額には消費税等は含まれておらず、事業年度末残高には消費税等が含まれております。
2. 取引条件および取引条件の決定方針等

販売、仕入につきましては、市場価格等を勘案して一般取引条件と同様に決定しております。

Ⅸ．１株当たり情報に関する注記

1. １株当たり純資産額 85,128円32銭

2. １株当たり当期純利益 4,451円02銭

Ⅹ．重要な後発事象に関する注記

　 該当事項はありません。
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書 謄本

独立監査人の監査報告書

平成23年11月４日
株式会社エスケーエレクトロニクス
　取 締 役 会 御 中

有 限 責 任 あ ず さ 監 査 法 人

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 西 尾 方 宏 ㊞

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 山 本 雅 春 ㊞

　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社エスケーエレクトロニクスの平

成22年10月１日から平成23年９月30日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対

照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。この連

結計算書類の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連結計算書類に対する

意見を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ

た。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証

を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその

適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結計算書類の表示を検

討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得た

と判断している。

　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の

基準に準拠して、株式会社エスケーエレクトロニクス及び連結子会社から成る企業集団の当該連結

計算書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと

認める。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係

はない。

以 上
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会計監査人の監査報告書 謄本

独立監査人の監査報告書

平成23年11月４日
株式会社エスケーエレクトロニクス
　取 締 役 会 御 中

有 限 責 任 あ ず さ 監 査 法 人

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 西 尾 方 宏 ㊞

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 山 本 雅 春 ㊞

　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社エスケーエレクトロニク

スの平成22年10月１日から平成23年９月30日までの第10期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対

照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行

った。この計算書類及びその附属明細書の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立

場から計算書類及びその附属明細書に対する意見を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ

た。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附属明細書に重要な虚偽の表示がないかどうか

の合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会

計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての計算書類

及びその附属明細書の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表

明のための合理的な基礎を得たと判断している。

　当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び損益の状

況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係

はない。

以 上
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監査役会の監査報告書 謄本

監 査 報 告 書

　当監査役会は、平成22年10月1日から平成23年9月30日までの第10期事業年度の取締役の職務の執
行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下の
とおり報告いたします。
１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
　監査役会は、当期の監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果
について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受
け、必要に応じて説明を求めました。
　各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従
い、取締役、CSR推進室内部統制グループ、内部監査グループその他の使用人等と意思疎通を図
り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、取締役会その他重要な会議に出席し、
取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重
要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしまし
た。また、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式
会社の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第1項及び第3項に
定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部
統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報
告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。子会社については、往査を通じ
て、子会社の取締役と意思疎通及び現地監査法人との情報の交換を図りました。以上の方法に基
づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。
　さらに、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検
証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を
求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」
（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日
企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。以
上の方法に基づき、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計
算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算
書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。

２．監査の結果
　(1) 事業報告等の監査結果

一 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているも
のと認めます。

二 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認
められません。

三 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部
統制システムの整備及び運用については継続的な改善が図られており、当該内部統制シス
テムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は
認められません。

　(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果
　会計監査人 有限責任 あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

　(3) 連結計算書類の監査結果
　会計監査人 有限責任 あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

　 平成23年11月９日

株式会社 エスケーエレクトロニクス 監査役会

常勤監査役 (社外監査役) 辻 庸 介 ㊞

監 査 役 (社外監査役) 榮 川 和 広 ㊞

監 査 役 (社外監査役) 堀 修 史 ㊞

以 上
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株主総会参考書類

　 第１号議案　剰余金の処分の件

　当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の重要課題の一つとして位置づ

け、経営基盤の充実・強化を図りながら、積極的な事業展開を推進し、業績の

向上に努める所存であります。配当につきましても、業績の変化を反映させつ

つ、株主の皆様に対して継続的な配当の実施を基本に、将来の事業展開に備え

るための内部留保の充実、業績の進展への見通し等を総合的に勘案して、株主

の皆様のご期待にお応えしていきたいと考えております。

　また、当社は、本年10月１日をもちまして創立10周年を迎えることができま

した。これもひとえに株主の皆様をはじめとする関係各位のご支援、ご協力の

賜物と心より感謝申しあげます。

　つきましては、当期の期末配当およびその他剰余金の処分は、次のとおりと

いたしたいと存じます。

１．期末配当に関する事項

(1) 配当財産の種類

金銭といたします。

(2) 配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式１株につき1,000円の普通配当に、創立10周年の記念配当300

円を加え、１株につき1,300円といたしたいと存じます。

なお、この場合の配当総額は147,383,600円となります。

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

平成23年12月21日といたしたいと存じます。

２．その他剰余金の処分に関する事項

(1) 増加する剰余金の項目およびその額

別途積立金 300,000,000円

(2) 減少する剰余金の項目およびその額

繰越利益剰余金 300,000,000円
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　 第２号議案　取締役７名選任の件

　本総会終結の時をもって、取締役全員（６名）は任期満了となりますので、

取締役７名の選任をお願いするものであります。

　取締役候補者は次のとおりであります。

候補者
番 号

氏 名
(生年月日)

略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
所有する当社
株式の数

１

いし だ けい すけ

石 田 敬 輔

(昭和20年12月23日)

昭和42年２月 石田旭山印刷株式会社（現株式会社写真

化学）取締役

9,322株

昭和50年４月 DS.AMERICA INC.副社長

昭和53年６月 株式会社写真化学代表取締役社長

平成８年４月 同社代表取締役会長

平成12年４月 同社代表取締役会長兼社長（現任）

平成13年10月 当社取締役会長（現任）

平成17年６月 株式会社堀場製作所社外監査役（現任）

2

いし だ まさ のり

石 田 昌 德

(昭和44年９月10日)

平成４年４月 大日本スクリーン製造株式会社入社

1,206株

平成９年７月 株式会社写真化学入社

平成12年６月 同社取締役

平成13年10月 当社取締役

平成14年５月 頂正科技股份有限公司董事長

平成15年10月 当社常務取締役

平成17年11月 SKE KOREA CO.,LTD.代表理事（現任）

平成20年10月 当社専務取締役

平成22年９月 愛史科電子貿易（上海）有限公司董事長

平成23年10月 当社代表取締役社長（現任）

3

ふる た かず おみ

古 田 一 臣

(昭和24年11月20日)

昭和49年４月 日本クロス工業株式会社（現ダイニック

株式会社）入社

118株

昭和53年12月 株式会社写真化学入社

平成12年７月 同社執行役員

平成13年10月 当社取締役

平成14年５月 頂正科技股份有限公司総経理

平成19年10月 同社董事長

平成20年10月 当社常務取締役

平成23年10月 当社常務取締役生産本部担当（現任）

4

ふじ わら ひで ひろ

藤 原 英 博

(昭和25年７月26日)

昭和49年４月 株式会社京都銀行入行

35株

平成８年６月 同行木幡支店長

平成10年４月 同行高槻支店長

平成11年10月 同行本店営業部営業第一部長

平成16年７月 同行営業統轄部業務役（統轄エリア長）

平成20年５月 当社顧問

平成20年10月 当社管理本部長

平成20年12月 当社取締役

平成21年10月 当社取締役管理本部担当兼内部監査グル

ープ担当（現任）
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候補者
番 号

氏 名
(生年月日)

略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
所有する当社
株式の数

5

※
まえ の りゅう いち

前 野 隆 一

（昭和34年９月19日）

昭和58年10月 株式会社写真化学入社

21株

平成19年10月 頂正科技股份有限公司総経理

平成20年10月 当社執行役員

平成21年11月 頂正科技股份有限公司董事長（現任）

平成22年４月 当社執行役員生産本部長（現任）

6

　※
しお じり かず や

塩 尻 和 也

（昭和34年４月12日）

平成４年６月 株式会社写真化学入社

８株
平成19年10月 当社生産本部長

平成20年10月 当社執行役員

平成22年４月 当社執行役員営業本部長（現任）

7

の がみ よし ただ

野 上 良 忠

(昭和22年３月５日)

昭和41年７月 進工業株式会社入社

360株

昭和45年11月 株式会社写真化学入社

平成９年６月 同社取締役

平成13年10月 当社常務取締役

平成15年10月 当社専務取締役

平成18年10月 当社代表取締役社長

平成23年10月 当社取締役相談役（現任）

(注) 1. 候補者石田敬輔氏は、株式会社写真化学の代表取締役会長兼社長を兼任しており、当社は
同社と印刷物製造委託等の取引があります。

2. 候補者石田昌德氏は、当社連結子会社であるSKE KOREA CO.,LTD.の代表理事を兼任してお
り、当社は同社と製品販売等の取引があります。

3． 候補者前野隆一氏は、当社連結子会社である頂正科技股份有限公司の董事長を兼任してお
り、当社は同社と材料販売および製品仕入等の取引があります。

4. その他の各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
5． ※印は、新任取締役候補者であります。
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　 第３号議案　監査役１名選任の件

　監査役辻庸介氏は、本総会終結の時をもって辞任されますので、その補欠と

して監査役１名の選任をお願いするものであります。

　なお、選任されます監査役の任期は、当社定款の定めにより、退任された監

査役の任期の満了する時までとなります。

　また、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

　監査役候補者は次のとおりであります。

氏 名
(生 年 月 日)

略歴、地位および重要な兼職の状況
所有する当社
株 式 の 数

　※
やぶ うち せい し

籔 内 清 視

(昭和33年６月５日)

昭和56年４月 日本生命保険相互会社入社

０株

平成17年３月 同社基盤行政推進室室長

平成19年３月 同社特別法人第二部部長

平成23年３月 同社総務部調査役兼関連事業部調査役

平成23年10月 同社関連事業部調査役（現任）

(注）1. 候補者籔内清視氏と当社との間に特別の利害関係はありません。
2. 候補者籔内清視氏は、社外監査役候補者であり、大阪証券取引所の定めに基づく独立役員

の候補者であります。
3. 候補者籔内清視氏を社外監査役候補者とした理由および社外監査役として職務を適切に遂

行することができると当社が判断した理由
籔内清視氏は、企業経営に関する豊富な知識および経験を有されており、これらの知識、
経験を当社の監査業務に活かしていただくため、社外監査役として選任をお願いするもの
であります。

4. 社外監査役との責任限定契約について
該当事項はありません。

5． ※印は、新任監査役候補者であります。

以 上

― 35 ―

定時株主総会招集通知 （宝印刷）  2011年11月15日 18時28分 $FOLDER; 35ページ （Tess 1.40 20110126_04）



株主総会会場ご案内図

京都市下京区堀川通五条下ル柿本町580番地
京都 東急ホテル ２階 葵の間

◎市バスをご利用の場合
JR京都駅から９、28号系統に乗車
「堀川五条」下車 南へ徒歩約５分
◎地下鉄をご利用の場合
烏丸線「五条」駅下車 ４番出口より徒歩約15分

◎阪急電鉄をご利用の場合
京都線「大宮」駅下車⇒市バス28号系統に乗車
「堀川五条」下車 西へ徒歩約３分
◎京都 東急ホテル 無料シャトルバスをご利用の場合
JR京都駅八条口(新幹線口)より京都東急ホテルへ直行 約15分
http://www.kyoto-h.tokyuhotels.co.jp/stationbus.html

定時株主総会招集通知 （宝印刷）  2011年11月15日 18時28分 $FOLDER; 36ページ （Tess 1.40 20110126_04）


